
 

届出から建築確認済証の交付までの流れ 
  

 

① 都市計画法第 58条の２ 

第１項による届出（行為 

着手日の３０日前まで） 

 

 

 

② 適合通知書の交付 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築主 

地区計画区

域内で、建

築等の行為

をする場合 

〔届出の審査〕 

・建築物の用途の制限 

・建築物の敷地面積の最低限度 

・壁面の位置の制限 

・建築物等の形態又は意匠の制限 

・かき又はさくの構造の制限 

 

袖ケ浦市 都市整備課 

〔建築確認申請の受付・交付〕 

君津土木事務所（建築宅地課） 

又は県庁建築指導課 

〔建築確認申請の審査〕 

④ 

確
認
申
請 

の
進
達 

⑤ 

確
認
済
証 

の
送
付 

〔建築確認申請の審査〕 

指定確認検査機関 

市へ建築確認の申請をする場合 

指定確認検査機関へ建築確認の申請をする場合 

 
 

の
交
付 

④ 

建
築
確
認
済
証 

建築主 

③ ②の適合通知書を添えて 

  建築確認申請 

⑥建築確認済証の交付 


